（１）個人情報の利用に関する同意書
①ご提供いただきました個人情報は、本会が行う経営改善普及事業及び地域振興に係る次の業務における必要な範囲に限り、商工会及び広域連携する商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会で共同利用いたします。
1)小規模事業者等に対する、経営革新、経営一般、情報化、金融、税務、労働、取引、環境対策、記帳
機械化等の相談・指導ならびに講習会等を実施する上での計画、遂行、連絡。
2)総代会や講習会等の開催案内等。
3)産業祭・物産展等地域振興に係る事業を実施するうえでの計画、遂行、連絡。
4)国や県、市町村に向けた中小企業政策提言資料の作成。
5)その他、商工会法第１１条に定める事業に係る業務。
上記以外の目的で利用する必要がある場合には、あらかじめご本人の承諾を得ることを前提といたし
ます。また、収集した個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、委託先について厳正な調査を行
ったうえ、個人情報の漏洩等の事故が発生しないよう適正な監督を行います。
②本会は、匿名加工情報（個人情報保護法で定められた、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報）を作成した場合は、個人情報保護法および関連法令ならびに糸島市商工会個人情報保護規程・ガイドラインに定めるところに従って取扱います。

（２）反社会的勢力でないことの表明・確約書
　　私（申込人が法人の場合には、当該法人の役職員等を含む。以下同じ。）および代理人は、次の1の各号のいずれかに該当し、もしくは2の各号のいずれかに該当する行為をし、または1に基づく表明・確約に関して貴会に虚偽の申告をしたことが判明し、貴会が不適切であると判断した場合は、直ちに会員資格を取り消さても異議申立てをいたしません。また、これにより損害が生じた場合でも、全て私の責任といたします。

以上について確約の上、貴会に加入を申し込みます。

なお、本書の内容について、貴会が福岡県警察本部に照会することを承諾します。

１　私は、現在、次の各号に該当しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを確
約いたします。

（１）暴力団

（２）暴力団員
（３）暴力団員でなくなった時から5年を経過
しない者
（４）暴力団準構成員
（５）暴力団関係企業
（６）総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特
殊知能暴力集団等
（７）その他これらに準ずる者
（８）次に掲げる暴力団若しくは暴力団員と密　　
接な関係を有する者
①　暴力団員が事業主又は役員に就任して
いる法人等

②　暴力団員が実質的に運営している法人等

③　暴力団員であることを知りながら当該暴
力団員を雇用し、又は使用している者

④　契約の相手方が暴力団員であることを知り
ながら当該暴力団員と商取引に係る契約を
締結している者

⑤　暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益
又は便宜を供与している者

⑥　暴力団又は暴力団員と社会的に非難される
関係を有している者

２　私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。

（１）暴力的な要求行為

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為

（３）融資斡旋に関して、脅迫的な言動をし、ま
たは暴力を用いる行為

（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用
いて貴所の信用を毀損し、または貴所の業
務を妨害する行為

（５）その他前各号に準ずる行為

（３）糸島市商工会加入に関する同意書
・理事会の承認を受けて、正式に加入となります。理事会承認後に加入承諾書を送付いたします。
・会員情報に変更があった場合、事務局までご連絡ください。
・企業形態に変更があった場合、会費額が変更になりますので、事務局までご連絡ください。
・糸島市商工会広報誌及びホームページへ事業所情報の掲載を希望されない方は、事務局までお申し付け
ください。
・会費の納期は、6月と12月です。未納会費等の債務は、脱退する日までに納入してください。
・払い込まれた会費等は、過誤による場合を除き返還致しません。
・会費を納入されない場合や本会の活動に不利益を与える場合等は、除名することがあります。
・会員たる資格を喪失した場合を除き、60日前までの予告により事業年度の終わりにおいて商工会を
　脱退することができます。
・会員はいつでも定款及び規約の閲覧を求めることができます。
上記（１）、（２）、（３）の項目に同意・表明・確約します。　
　　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
